
年金機構業務 No.012

7
JULY

２０１２
（平成２４年）

P.1年金給付（相談）事務に関するお知らせ○

P.13障害年金業務に関する大切なお知らせ（その７）○

P.45金融機関の店舗名称変更○



≪もくじ≫

１．年金給付（相談）事務に関するお知らせ ・・・・・・・・・・・・・ １

○【指示・依頼】年金機能強化法案（受給資格期間の短縮）の国会提出

に関する脱退手当金の相談及び請求にかかる対応

・・・・・・・・・・・・・・・・ ２

○【情報提供】平成２４年度における老齢福祉年金及び

特別障害給付金の金額 ・・・・・・・・・・・・・・ ８

○【情報提供】平成２４年度 障害基礎年金、老齢福祉年金、

特別障害給付金にかかる所得制限額 ・・・・・・・・１２

２．障害年金業務に関する大切なお知らせ（その７） ・・・・・・・・・ １３

○【指示・依頼】受診状況等証明書等への提出先及び

使用目的の追記 ・・・・・・・・・・・・・・・ １４

○【諸規程によらない定め】

障害基礎年金、障害厚生年金及び特別障害給付金等の障害認定

にかかる再診断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７

３．金融機関の店舗名称変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４５

○【情報提供】金融機関の店舗名称変更

（平成 24年 6月 15日支払分から変更） ・・・・・ ４６

○【情報提供】金融機関の店舗名称変更

（平成 24年 7月 13日支払分から変更） ・・・・・ ４９



１．年金給付（相談）事務に関するお知らせ

【年金給付部 給付企画グループ】

【年金相談部 相談指導グループ】

○【指示・依頼】

年金機能強化法案（受給資格期間の短縮）の国会提出に関する脱退手当金の

相談及び請求にかかる対応

（平成 24年 4月 18日 給付指 2012-90 年相指 2012-36）

「年金機能強化法案」において、受給資格期間の短縮について今通常国会に

提出されているところですが、この点に関し、お客様から「脱退手当金」の相

談及び請求があったときの対応をお示ししたものです。

○【情報提供】

平成２４年度における老齢福祉年金及び特別障害給付金の金額

（平成 24年 4月 2日 給付情 2012-58）

平成２４年度の老齢福祉年金等の年金額等をお知らせしたものです。

○【情報提供】

平成２４年度 障害基礎年金、老齢福祉年金、特別障害給付金にかかる

所得制限額 （平成 24年 5月 16日 給付情 2012-69）

平成２４年度の障害基礎年金（２０歳前障害）等にかかる所得制限額をお知らせし

たものです。
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目的・趣旨 

「年金機能強化法案」において、受給資格期間の短縮について今通常国会に提出されているところで

すが、この点に関して、お客様から脱退手当金の相談及び請求があったときに当該内容の説明をお願い

するものです。 

 

ポイント（内容） 

○ 今通常国会に、平成２７年１０月（予定）から老齢基礎年金等の受給資格期間を１０年に短縮する法

案が提出されているところです。仮に、この法律案が原案どおり成立した場合には、受給資格期間が１

０年以上あれば、法律の施行日以降、年金を受け取ることが可能となります。 

 

○ 今後、脱退手当金の相談及び請求があったときは、お客様の保険料納付済期間等の状況を確認し現行

法の要件を満たしている場合でも、「受給資格期間を短縮する法律案が国会に提出されました」（別添１）

を用いること等により、①受給資格期間を短縮する法律案が提出されていること、②脱退手当金の請求

についてはご自身でよく判断していただきたいことを説明してください。 

 

○ これに関連して、年金相談マニュアル来訪編の様式集における「年金受給要件に関する確認事項」を

別添２のとおり改訂しましたので、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていないお客様に対する相

談対応時にご活用ください。 

 

 
  

  

 

 

 

＜相談業務に関する照会＞
照会先 
本部年金相談部相談指導Ｇ 

担当 秋田谷 
連絡先 
（直通）  

 

＜制度に関する照会＞
照会先 
本部年金給付部給付企画Ｇ 

担当 太田（泰） 
年金給付部給付指導Ｇ 
担当 高梨 

連絡先 
（直通）  
      

 

本部関係部 

事業企画部、記録問題対策部 

審査担当ﾁｪｯｸ欄 ■ 
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別添  
 

 

 
受給資格期間を短縮する法律案が国会に提出されました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うい

なの  

納付した保険料に応じた給付を行い、将来無年金となる

方を少なくするため、老齢基礎年金の受給資格期間を、現

在の２５年から１０年に短縮する法律案が、平成２４年３

月、内閣から国会に提出されました。 

 

仮に、この法律案が原案通り成立した場合には、受給資

格期間が１０年以上あれば、法律の施行日以降、年金を受

け取ることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律案では、税制抜本改革の施行時期にあわせて平成２７年

１０月に施行される予定となっています。 

の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、厚生労働省のホームページから、国会提出法案

のページをご覧ください。 

（http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html） 
～公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案～ 

っ

り い  
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別紙１ 

 

年金受給要件に関する確認事項 

＜相談者の情報＞ 目 ○  

 

基礎年金番号     －       

お名前 （旧姓名       ） 生年月日 大正・昭和・平成  年  月  日

20 歳到達年月日／60 歳到達年月日 昭和・平成  年  月  日／昭和・平成  年  月  日 

共済組合員期間の有無／共済名 有・無  ／共済名： 

配偶者の有無／基礎年金番号 有 ・ 無       ／      ― 

婚姻期間 
～          ・          ～ 

          ～          ・          ～ 

年金受給のために必要とされる月数 月  期間短縮特例の場合      月 

 

＜あなた自身について＞ 

１．被保険者資格記録に違いはありますか。  い 

厚生年金保険加入記録に違いがある い い  

船員保険加入記録に違いがある い いい  

国民年金加入記録に違いがある  い  

障害年金を受給したことがありますか。 い いい  

生活保護を受けたことがありますか。 い い  

 

２．昭和 36 年 4月から昭和 61 年 3月までの間に、次 だったことはありますか。 

ア．厚生年金保険 イ．船員保険 ウ．各共済組合 エ．恩給 オ．執行官の年金 カ．国会議員互助年金 

キ．旧令共済の年金 ク．地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金 

ケ．戦傷病者戦没者遺族等援護年金（障害・遺族給付のみ）コ．未帰還者留守家族等援護年金（遺族給付のみ） 

・該当しない 

 

３．昭和 36 年 3 月以前の 入 はありますか。 

ア．厚生年金保険 イ．船員保険 

ウ．各共済組合： 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・ＪＲ＜国鉄＞ 

ＮＴＴ＜電電公社＞・ＪＴ＜専売公社＞・農林漁業団体職員組合 

・該当しない 

 

４．日本国籍を有し、昭和 36 年 4月 1日以降かつ 60 歳未満の期間で、 ことがありますか。 

 い 「ある」の方は、その期間（S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

５． の 入したことはありますか。 る  

「ある」の方は、（国名： その期間：S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

６．昭和 36 年 4月 1日から昭和 45年 3月 31 日までの間に ん ことがありますか。 

ある ない 「ある」の方は、その期間（S 年 月 日～ 年 月 日） 

また、上記期間のうち ことはありますか。 る い 

「ある」の方は、（事業所名： その期間：S 年 月 日～ 年 月 日） 

裏面に続く 
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７．外国籍の方、または外国籍を持っていた方で、 本 の 又 永 いますか。 

 ない 「ある」の方は、その期間（S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

８． の期間はありますか。 る い 

「ある」の方は、（国会議員・地方議会議員： S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

９．昭和 61 年 3 月 31 日までの期間で、厚生年金保険・船員保険の を受けたことがありますか。 

（※ただし、昭和 61 年 4月 1日以降 65 歳までに保険料納付済、免除期間を有していること。） 

る い 

10． の （昭和 55年 4 月以前）を受けたことがありますか。  ない 

「ある」の方は、（共済組合名： ） 

11．昭和 36 年 4 月 1日から平成 3年 3月 31 日までの間、 であって 20 歳以上 60 歳未満の期間はありますか。 

る い 

12．次の項目に該当するものはありますか。 

・ の はありますか。 る い 

・小 や 大 に住んでいたことがありますか。  ない 

・ 人に該当しますか。 る い 

13. だったことはありますか。  い 

 

＜ 金の受 格 さない ついて＞ 

に について説明を受けましたか。 

     いいえ 

＜あなたの配偶者及び配偶者であった方について＞ 

昭和 36 年 4月から昭和 61 年 3 月までの間で、あなたの配偶者及び配偶者であった方は、次の要件に該当しますか。 

 入  

ア．厚生年金保険 イ．船員保険 

ウ．各共済組合： 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・ＪＲ＜国鉄＞ 

ＮＴＴ＜電電公社＞・ＪＴ＜専売公社＞・農林漁業団体職員組合 

・該当しない 

２ 又  い いいえ 

 い いいえ 

 

＜被保険

者期間＞ 

国年（納付・免除） 厚年加入 船保加入 共済加入 合算対象 合 計 

月 月 月 月 月 月

必要加入月数 月 （    月） 不足月数 月 （    月）

（ ）内は期間短縮特例に該当する場合の月数を記入すること 

＜確認＞ 

お客様相談室長  担当者 

（相談対応者）  
   

       年金事務所 氏名        
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別紙２ 

年金受給要件に関する確認事項 平成  年  月  日 

     年金事務所 担当     

基礎年金番号     －       

お名前 （旧姓名       ） 生年月日 大正・昭和・平成  年  月  日

 

＜あなた自身について＞ 

１．被保険者資格記録に違いはありますか。  ない 

厚生年金保険加入記録に違いがある  え 

船員保険加入記録に違いがある  え 

国民年金加入記録に違いがある  え 

障害年金を受給したことがありますか。  え 

生活保護を受けたことがありますか。  え 

 

２．昭和 36 年 4 月から昭和 61 年 3 月までの間に、次の の だったことはありますか。 

ア．厚生年金保険 イ．船員保険 ウ．各共済組合 エ．恩給 オ．執行官の年金 

カ．国会議員互助年金 キ．旧令共済の年金 ク．地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金 

ケ．戦傷病者戦没者遺族等援護年金（障害・遺族給付のみ）コ．未帰還者留守家族等援護年金（遺族給付のみ）

・該当しない 

 

３．昭和 36 年 3 月以前の 用 金 の加入 はありますか。 

ア．厚生年金保険 イ．船員保険 

ウ．各共済組合： 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・ＪＲ＜国鉄＞ 

ＮＴＴ＜電電公社＞・ＪＴ＜専売公社＞・農林漁業団体職員組合 

・該当しない 

 

４．日本国籍を有し、昭和 36 年 4 月 1 日以降かつ 60 歳未満の期間で、 したことがありま

すか。 

ある  「ある」の方は、その期間（S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

 

５． 外 の年金 入したことはありますか。 あ   

「ある」の方は、（国名： その期間：S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

 

６．昭和 36 年 4 月 1 日から昭和 45 年 3 月 31 日までの間に んで たことがありますか。 

あ   「ある」の方は、その期間（S 年 月 日～ 年 月 日） 

また、上記期間のうち の 業 し ことはありますか。 ある  

「ある」の方は、（事業所名： その期間：S 年 月 日～ 年 月 日） 

裏面に続く 
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７．外国籍の方、または外国籍を持っていた方で、日本 の 又 永住許 けていますか。 

ある ない 「ある」の方は、その期間（S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

 

８． ・ 方 の期間はありますか。 ある い 

「ある」の方は、（国会議員・地方議会議員： S・H 年 月 日～ 年 月 日） 

 

９．昭和 61 年 3 月 31 日までの期間で、厚生年金保険・船員保険の 金を受けたことがありま

すか。（※ただし、昭和 61 年 4 月 1 日以降 65 歳までに保険料納付済、免除期間を有していること。） 

る い 

 

10． の 金（昭和 55 年 4 月以前）を受けたことがありますか。 

る い 

「ある」の方は、（共済組合名： ） 

 

11．昭和 36 年 4 月 1 日から平成 3年 3月 31 日までの間、 であって 20 歳以上 60 歳未満の期間は

ありますか。 る い 

 

12．次の項目に該当するものはありますか。 

・旧 共 の期 はありますか。 ある い 

・小 や 美大 に住んでいたことがありますか。 る い 

・中 邦人に該当しますか。 る  

 

13. 被用 年 の 族給付の だったことはありますか。 ある い 

 

＜ 金 を たさ い方 つい  

格 を る法 が国会に さ て る とについて説明を受けましたか。 

は    え 

 

＜あなたの配偶者及び配偶者であった方について＞ 

昭和 36 年 4 月から昭和 61 年 3 月までの間で、あなたの配偶者及び配偶者であった方は、次の要件に

該当しますか。 

用 の 入  

ア．厚生年金保険 イ．船員保険 

ウ．各共済組合： 国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済組合・ＪＲ＜国鉄＞・

ＮＴＴ＜電電公社＞・ＪＴ＜専売公社＞・農林漁業団体職員組合 

・該当しない 

 

２ 用 の 又は 付の  は  え 

 

３ 会 ・ 方 会 であ た   え 
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平成２４年４月２日

給付情 2012‐58

平成２ 年 における 祉 金及び特 給 金の金

（ ）

目的・趣旨

平成２４年度の老齢福祉年金及び特別障害給付金の金額について情報提供いたします。

ポイント（内容）

平成２４年度における老齢福祉年金及び特別障害給付金の金額は以下のとおりです。

＜老齢福祉年金＞

年 額：平成２３年度４０４，２００円 ⇒ 平成２４年度４０２，９００円

一部停止額：平成２３年度 ８９，４００円 ⇒ 平成２４年度 ８８，５００円

＜特別障害給付金＞

月額 一級：平成２３年度 ４９，６５０円 ⇒ 平成２４年度 ４９，５００円

二級：平成２３年度 ３９，７２０円 ⇒ 平成２４年度 ３９，６００円
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T ✔

照会先
本部年金給付部給付企画Ｇ
担当 晴山

連絡先

本部関係部

経営企画部、年金相談部、業務管理部、障害年金業務部、業務渉外部、支払部
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平成２４年５月１６日

給付情 2012‐69

平成２４年度 金、老 祉 金、特 給 金

にかかる所 限 供

目的・趣旨

平成２４年度の障害基礎年金（年金コード2650、6350）、老齢福祉年金、特別障害給付金にかかる所得

制限額をお知らせします。

ポイント（内容）

○ 平成２４年度においては、障害基礎年金（年金コード 2650、6350）、老齢福祉年金、特別障害給付金

にかかる所得制限額に変更はありません。

＜障害基礎年金、特別障害給付金＞

・本人の所得限度額

政令で定める金額を超える場合、支給停止となる。

全額支給停止 扶養親族 0人…年 4,621,000 円

半額支給停止 扶養親族 0人…年 3,604,000 円

＜老齢福祉年金＞

・本人の所得限度額

政令で定める金額を超える場合、支給停止となる。

全額支給停止 扶養親族０人…年 1,595,000 円

・配偶者・扶養義務者の所得限度額

政令で定める金額以上の場合、支給停止となる。

全額支給停止 扶養親族 0人…年 6,287,000 円

扶養親族 1人…年 6,536,000 円

一部支給停止 扶養親族 0人…年 3,401,000 円

扶養親族 1人…年 3,650,000 円

また、現時点において老齢福祉年金の併給限度額の変更は予定されておりませんが、政令により年度

内に変更になる可能性があります。変更の際は改めて情報提供します。
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◎ ◎ ◎ ◎ ✔✔

照会先
本部年金給付部給付企画Ｇ
担当 中村、晴山

連絡先
（直通）－12－



２．障害年金業務に関する大切なお知らせ（その７）

【年金給付部 給付企画グループ】

○【指示・依頼】

受診状況等証明書等への提出先及び使用目的の追記

（平成 24 年 4 月 16 日 給付指 2012-85）

障害年金等の請求で配布している「受診状況等証明書」及び「受診状況等証明書が

添付できない理由書」に提出先（日本年金機構）と使用目的を追記したことをお知ら

せしたものです。

○【諸規程によらない定め】

障害基礎年金、障害厚生年金及び特別障害給付金等の障害認定にかかる再診断

（平成 24 年 4 月 27 日 給付指 2012-99）

障害状態の再診断を実施するための取扱要領を作成したことをお知らせしたもの

です。
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平成 24年 4月 16 日 

【給付指 2012-85】 

 

受診状況 への提 先及び使 的の追 示・依 ） 
 

 

 

 

 

目的・趣旨 

障害年金等の請求で配布している「受診状況等証明書」及び「受診状況等証明書が添付できない理由書」

（以下「証明書等」という。）に提出先及び使用目的（以下「提出先等」という。）の追記をお願いするも

のです。 

 

ポイント（内容） 

 

○ 平成 24年 2月 20日【給付指 2012-30】「受診状況等証明書等の様式に関する意見募集およびサンプ

ル収集」（指示・依頼）により、いただいたご意見を参考に証明書等に追記する提出先等を別添のと

おりとしました。 

  ① 受診状況等証明書（別添１） 

  ② 受診状況等証明書が添付できない理由書（別添２） 

 

○ 年金事務所等においては、現在配布している証明書等に提出先等を反映させて、平成 24 年 4 月 23

日（月）から年金事務所等の窓口で配布できるように準備を進めてください。電子媒体が保存されて

いない等の場合は、別添１、別添２の証明書等を配布しても構いません。 

 

※ 全国で統一した証明書等を使用することについては、現在検討中ですので、証明書等の案ができ次

第追って意見募集を行います。 
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○  ○     ◎        ◎  ✓ ✓ 

   

審査担当ﾁｪｯｸ欄 ■ 

照会先 

本部年金給付部給付企画グループ 

（担 当）渡邉康夫 太田哲史 

（連絡先） （内線）3601 

本部関係部 

年金相談部、障害年金業務部 
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（別添１） 
                     年金等の請求用 

受 診 状 況 等 証 明 書 

氏   名                 

傷 病 名                 

発病年月日 昭和・平成   年   月   日 

傷病の原因又は誘因               

発病から初診までの経過 

 

 

 

 

初診年月日 昭和・平成   年   月   日 

終診年月日 昭和・平成   年   月   日 

終診時の転帰（治癒、転医、中止） 

初診より終診までの治療内容及び経過の概要 

 

 

 
 
 
※次のいずれかの数字に○印をつけてください。 
上記の記載は (1) 当時の診療録より記載したものです。 

(2) 当時の受診受付簿、入院記録より記載したものです。 
(3) その他（             ）より記載したものです。 
(4) 昭和・平成  年  月  日の本人申立てによるものです。 

＊(1)～(4)の複数に○印をつけた場合は、それぞれに基づく記載内容の範囲が明確にわかるよう
に記載してください。 

平成  年  月  日 
 
医療機関名及び住所 
医 師 の 氏 名                             印 

（提出先）日本年金機構 
 
 
障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因となった傷病等で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにす

ることが必要です。この書類はそのために使用する証明書です。 
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（別添２） 

 

年金等の請求用 

受診状 添 で い  
 

傷 病 名                                                                   

医療機関名                                                                 

医療機関の所在地                                                           

受診期間         昭和・平成  年  月  日 

                    ～ 

昭和・平成  年  月  日 

診 等 添付 な  

１．上記医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため 

２．上記医療機関が廃業しているため 

３．その他の理由                                                                 

                                                                                   

                                                                                   

      確認年月日  ：  平成      年      月      日 

      確認方法    ：  a   電話照会 

                      b   直接訪問 

                      c   そ の 他 

 

 

上記のとおり相違ないことを申立てます。 

    平成      年      月      日 

                          住   所                                               

                          氏   名                                        ㊞    

 

診状況等が確 できる 考資 ）の添付 

   ア  身体障害者手帳                   オ  事業所の健康診断の記録 

   イ  身体障害者手帳申請時の診断書     カ  インフォームド・コンセントによる 

   ウ  交通事故証明書                       医療情報サマリー 

   エ  労災の事故証明書                 キ  その他 

                                            （                             ） 

 

（提出先）日本年金機構 
 

 

 

 

 

障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因となった傷病等で初めて受診した医療機関の初診日を明らかに

する書類「受診状況等証明書」が必要ですが、それを添付できない場合は、その理由を申し立てていただくこ

とが必要です。この書類はそのために使用する理由書です。 

また、上記の「受診状況等が確認できる参考資料(写)」をできる限り添付してください。 

－16－



 

平成 24年 4月 27 日 

【給付指 2012-99】 

 

礎年金、 年金及び 給付金 の 定にかか

る再診 規程 よらない め） 

 

 

 

 

目的・趣旨 

障害状態の再診断を実施するための取扱要領を作成しましたのでお知らせします。なお、取扱要領は、

事前に意見照会を行った平成 22年 10 月 13日【給付指 2010-193】により寄せられた意見も踏まえ作成し

ております。 

 

ポイント（内容） 

1.再診断 

再診断とは、障害年金等の受給者または請求者の障害状態に疑義が生じた場合に、地方厚生（支）局

の認可を受け機構が指定する医療機関に受診を命令し、障害状態の確認を行う事務です。 

なお、再診断は、事前に実地調査を行ったうえで実施することを基本とするものです。 

 

2.再診断の事務の取扱要領 

実施にあたり、別添 1「障害基礎年金、障害厚生年金及び特別障害給付金等の障害認定にかかる再診

断の事務の取扱要領」を作成しました。また、別添 2「再診断の事務の取扱要領Ｑ＆Ａ」を作成しまし

たので業務にご活用ください。 

 

3.実施年月日 

 平成 24年 6月 1日（金） 

 

4.社会保険庁から発出された通知の廃止及び地方厚生（支）局への通知 

再診断の事務は、今後別添 1に従い事務を進めることから、これまで再診断の事務を定めていた昭和

50 年 7 月 1 日庁保険発第 14 号社会保険庁年金保険部国民年金課長通知「障害年金及び障害福祉年金の

障害認定にかかる再診断の事務の取扱いについて」は厚生労働省年金局事業管理課長通知（別添 3）に

より廃止されます。また、地方厚生（支）局宛てにその旨通知（別添 4）されております。 
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◎ ◎ ◎     ◎        ◎ 

 

◎ ◎ 

   

審査担当ﾁｪｯｸ欄 ■ 

照会先 
本部年金給付部給付企画Ｇ 
担当 太田哲史、渡邉康夫 
 
連絡先（直通）  （内線 3601） 

本部関係部 

財務部、リスクコンプライアンス部、年金相談部、障害年金業務部、支払部 
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別添１  

 

 

平成２４年４月２７日 

日本年金機構年金給付部 

 

 

障害基礎年金、障害厚生年金及び特別障害給付金等の 

障害認定にかかる再診断の事務の取扱要領 

 

再診断（以下「再診」という。）の事務とは、国民年金法第１０７条第２項、厚生年金保険

法第９７条第１項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第２８条第２

項における受給権者・加給年金額対象者・加算額対象者・特定障害者に対し、指定する医

師の診断をうけるべきことを命令するものです。 

また、再診の事務は、国民年金法第１０９条の４第１項第２９号、厚生年金保険法第１０

４条の４第１項第３４号、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第３２

条の２第１項第７号により厚生労働大臣から権限の委任を受け日本年金機構が行います。 

 今後、再診の事務はこの取扱要領に従います。これに伴いこれまで再診の事務を定めて

いた昭和５０年７月１日庁保険発第１４号社会保険庁年金保険部国民年金課長通知「障害

年金及び障害福祉年金の障害認定にかかる再診断の事務の取扱いについて」は厚生労

働省年金局事業管理課長通知により廃止されます。 

 

１ 再診の対象 

 

再診は、概ね以下の状況であるものが対象となります。 

（１）  提出された障害年金診断書（以下「診断書」という。）に所要事項がすべて記載さ

れているが、記載事項のみでは障害の程度及び障害の状態を的確に認定すること

が困難であるもの 

（２）  医師に不実の申立てをして診断書に不実の記載をなさしめたもの 

（３）  その他実地調査の結果、再診が必要と認められるもの 

 

 

なお、本人への書類の不備等による返戻再提出または添付書類の追加、あるいは診

断書作成医への診断書等の不備事項の追記、診断書記載内容変更理由の確認等で解

決できるものは対象外です。 
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別添１  

 

 

２ 再診医療機関の選定、契約、情報管理 

 

再診を実施するには、ブロック本部が予め契約締結した再診を委託する医療機関（以

下「再診医療機関」という。）が必要となります。再診医療機関の選定、契約、情報管理

は以下の通り行います。 

（１） 選定 

① 再診医療機関の選定はブロック本部相談給付・支援（業務支援）部が主体となっ

て管内の病院の選定を行います。選定は、必要に応じて本部、事務センター、年金

事務所とも連携して進めます。 

② 再診医療機関は、総合病院である官公立病院（療養所）またはこれに準ずる医療

機関で再診に必要な検査をする諸設備が完備されていることが必要です。 

    

（２） 契約 

① 再診医療機関との契約はブロック本部管理部が主体となって行います。ただし、

実際の契約締結作業を再診医療機関の住所地を管轄する年金事務所が行うことも

可能とします。 

② 契約には「業務委託契約書（別紙１）」および「年金受給権者にかかる再診断事務

の概要（別紙２）」を使用します。 

③ 再診医療機関との契約は年度毎に行うこととします。郵送にて新年度の契約更新

をするときには「再診断の業務委託契約の再締結について（別紙３）」を使用します。 

④ 契約時、契約更新時に再診医療機関から「振込口座登録票（別紙４）」の提出を受

けます。 

（３） 情報管理 

ブロック本部相談給付・支援（業務支援）部は、再診医療機関との契約状況につ

いて「再診医療機関管理簿（別紙５）」を使用して管理します。 

 

 

３ 再診にかかる事務 

 

   再診は、障害状態に疑義が生じた者に対し実地調査を行った後に、再診を命令する

ことを基本とします。再診にかかる事務は以下の通り行います。 

※  以下の①～⑨に示す事務にかかる事跡管理、他の拠点への依頼方法、決裁、地

方厚生（支）局への認可取得、報告方法等及び様式は、この取扱要領に示すもの以
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別添１  

 

 

外は、【給付指２０１０－１５０】「受給権者・被保険者の年金受給資格に関する調査の

実施要領」（諸規程によらない定め）（以下「実施要領」という。）に従います。        

（１）年金事務所等における事務 

   ① 実地調査 

再診が必要と考えられる事案が確認された場合、実施要領に従い対象者の実

地調査を行います。 

② 事案についての再検討 

実地調査の対象者の年金等の種類により、事務センター（障害基礎年金等）ま

たは本部障害年金業務部（障害厚生年金等）は、実地調査の結果から、再診の

要否を判断してください。再診の要否の判断にあたっては、障害認定医の意見も

考慮します。 

また、再診が必要と判断した場合は、再診時に診断書に明らかにすべき項目

や受診すべき検査等について、障害認定医の意見を求めます。 

③ 再診の命令を行う年金事務所の決定 

再診の命令は年金事務所で行いますので、事務センターまたは本部障害年金

業務部は、実施要領に従い再診を依頼し、その際、ブロック本部相談給付・支援

（業務支援）部において再診の命令を行う年金事務所を決定しますので依頼前に

ブロック本部と調整をします。 

④ 地方厚生（支）局への認可申請 

ア 年金事務所からブロック本部への書類提出 

再診の命令を行う年金事務所は、地方厚生（支）局から再診の認可を得るた

め、ブロック本部相談給付・支援（業務支援）部に対し実施要領に従い関係書類

を送付します。なお、その際、実地調査の経過がわかる書類も添付します。 

イ 再診の実施に関する審査 

ブロック本部相談給付・支援（業務支援）部は、年金事務所から提出された関

係書類について、実地調査の状況から対象者やその他関係者への調査が十分

に行われているか、再診が必要と判断する理由が妥当であるか等の観点から再

診の命令を行うべきものであるかどうかを審査します。審査の結果、再診の命令

が妥当と判断した場合は、ブロック本部相談給付・支援（業務支援）部が実施要

領に従い地方厚生（支）局に対し認可申請を行います。 

⑤ 地方厚生（支）局からの認可通知 

地方厚生（支）局が再診の命令を認可した場合は、ブロック本部に対し認可通

知書が届きます。ブロック本部相談給付・支援（業務支援）部は、年金事務所に
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対し認可通知書を送付する等実施要領に従い事務を行います。 

⑥ 再診医療機関の確認 

再診の命令を行う年金事務所は認可通知書が届きましたら、ブロック本部相

談給付・支援（業務支援）部に対し再診に適する再診医療機関の確認（所在地

など）と再診医療機関に対し上記②から必要とされた受診内容について該当す

る診療科の有無の確認を行います。また、ブロック本部管理部から再診医療機

関の振込口座登録票の写の提供を受けます。（再診医療機関に対し再診に要し

た費用（以下「再診料」という。）を支払う振込先口座に変更がないかを以下⑦の

際に確認するため。） 

⑦ 再診医療機関と要再診者との調整 

ア 基本的な対応 

再診の命令を行う年金事務所は再診医療機関と再診を要する者（以下「要再

診者」という。）に対し再診内容、再診日時の調整を行います。 

再診医療機関に対しては、「年金給付にかかる再診断依頼（別紙６）」と返信

用封筒を送付します。また、再診料の支払先である再診医療機関の振込先口

座に変更がないかを再診医療機関へ確認します。また、要再診者に対しては、「

障害状態の再診断について（通知書）（別紙７）」と上記②から必要とされた診断

書、「交通費請求書兼交通経路申出書（別紙８）」、「領収書貼付台紙（別紙９）」

を送付します。なお、交通費について不明な点があれば、本部年金給付部給付

企画グループへ照会します。 

再診医療機関または要再診者から日程変更の申し出がありましたら、変更が

必要な理由と次回再診が可能な日時を聞き取り、再度調整を行います。 

イ 再診拒否者に関する対応 

要再診者が年金事務所からの上記アの調整に応じない場合、または、再診当

日に正当な理由がなく再診医療機関へ受診を行わなかった場合、年金事務所は

再診を拒否する意思表示がされたものとみなし、【給付指２０１２－６２】「年金給

付費を不正に受給した者に関する対応」（諸規程によらない定め）に従い支給停

止処分予告状を作成し通知のうえ、要再診者から応答なき場合は支給停止処分

の対応の事務を行います。なお、要再診者が年金請求者の場合は却下処分を

行います。却下処分は、手作業による国の決裁を必要としますので、詳細は国民

年金厚生年金保険年金給付業務処理マニュアルを参照します。 
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⑧ 再診の結果及び復命 

再診の命令を行った年金事務所へ再診医療機関からの診断書等の再診の結

果（以下「再診診断書等」という。）ならびに再診料請求書、診療報酬明細書、要

再診者からの「交通費請求書兼交通経路申出書（別紙８）」、「交通費のわかる時

刻表等の写」、「領収書貼付台紙（別紙９）」が届きましたら、実施要領に従い再

診の復命の決裁を受けます。 

⑨ 再診の報告 

決裁を受けた年金事務所は、実施要領に従い再診を依頼した事務センターも

しくは本部障害年金業務部に対し再診診断書等を送ります。 

また、ブロック本部相談給付・支援（業務支援）部に対し実施要領に従い再診

の結果の報告を行います。 

ただし、再診にかかる再診料の精算及び交通費の精算は上記とは別にすみや

かに事務を行う必要がある事に留意し、「再診断料請求書等の送付について（別

紙１０）」に以下の書類を添えて再診医療機関と契約を行ったブロック本部管理部

へ送付し支払を依頼します。 

ア「再診料請求書」 

イ「診療報酬明細書」 

ウ「交通費請求書兼交通経路申出書（別紙８）」 

エ「交通費のわかる時刻表等の写」 

オ「領収書貼付台紙（別紙９）」 

カ「（再診分）実地調査実施伺[実施要領様式第４号]の写」 

キ「障害状態の再診断について（通知書）（別紙７）」 

 

（２）再診医療機関における事務 

① 再診医療機関が作成した再診診断書等ならびに再診料請求書、診療報酬明細

書は、再診の命令を行った年金事務所あてに送付されます。 

② 再診料の請求にあたっては、再診料請求書に「療養の給付及び公費負担医療

に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣

が定める様式（平成２０年厚生労働省告示第１２６号）」の様式第二あるいは第三

に準ずる診療報酬明細書を添えて請求されます。（再診料請求書・診療報酬明細

書は各医療機関の任意の様式によります。） 
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４ 再診医療機関における再診料の算定 

 

（１）  再診料は、「診療報酬の算定方法(平成２０年厚生労働省告示第５９号)」の別表

第１医科診療報酬点数表及び別表第２歯科診療報酬点数表により算定されます。 

（２）  診断書を作成した場合の診断書料は、各医療機関の諸規定等により定められた

金額により算定されます。 

（３）  前記（１）から（２）に消費税が課せられるときは、当該消費税相当額を加えた額

が算定されます。 

 

 

５ 要再診者の交通費の算定 

 

再診に伴い発生した交通費は、日本年金機構旅費規程に準じ、居住地もしくは勤務

地のいずれかから再診医療機関までの経済的かつ合理的な運賃を算定します。 

なお、交通費について不明な点があれば、本部年金給付部給付企画グループへ照会

します。 

 

 

６ 再診料および交通費の支払 

 

（１） 支払はブロック本部管理部が行います。なお、支払分の予算は本部年金給付部

が準備します。 

（２） ブロック本部管理部は年金事務所から上記「３ 再診にかかる事務」（１）⑨に示す

ア～キの書類が届きましたら、本部年金給付部給付企画グループへ「再診断にか

かる予算配賦依頼（別紙１１）」を送付します。 

（３） 本部からの予算配賦を受けてブロック本部管理部は財務会計システムですみや

かに支払入力処理します。 

① 再診料に関する間接業務システムの科目等  

 参照先：間接業務システム業務処理要領（調達・業者支払編）  

契約種別  ０７：役務  

契約方式  ９９：その他  

件名  再診断事務による再診医療機関との業務委託契約に対

する再診料  
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納入予定日  再診断日  

  検収予定日  再診断日  

支払予定日  検収日を含む月の翌月末日  

事業  ２０６０４（国民年金または厚生年金保険の場合）  

   ２０１２０（特別障害給付金の場合）  

拠点  各ブロック本部  

品目  ０００００００７役務  

財源  ００２事業運営費交付金  

目的  その他  

予算科目  ２２０４００１０００運営経費    

勘定科目  ２１０１００１９０１業務・支払手数料  

 

 

②  再診の交通費に関する間接業務システムの科目等  

参照先：間接業務システム業務処理要領－経費申請編－２．２

経費申請（謝金）  

件名  再診断事務による交通費  

事業  ２０６０４（国民年金または厚生年金保険の場合）  

   ２０１２０（特別障害給付金の場合）  

目的  諸謝金旅費  

予算科目  ２２０３０４０１００一般委員等旅費  

勘定科目  一般・委員等旅費  

拠点  各ブロック本部  

税区分  課税支出  

源泉区分  空欄  

源泉徴収率  ０％  

 

（４） 支払入力処理後は、ブロック本部管理部から本部会計室出納グループ宛てに、次

に示す書類を提出します。 

① 再診料の精算に関するもの 

（ア）「支払伺書」 

（イ）「再診料請求書・診療報酬明細書」 

 

－24－



別添１  

 

 

 

② 再診の交通費の精算に関するもの  

（ア）「交通費請求書兼交通経路申出書（別紙８）」 

（イ）「交通費のわかる時刻表等の写」 

（ウ）「領収書貼付台紙（別紙９）」 

（エ）「経費申請書」 

（オ）「（再診 分）実地調査実施伺[実施要領様式第４号]の写」 

（カ）「障害状態の再診断について（通知書）（別紙７）の写」 

 

７ ブロック本部事務分掌の調整  

上記の「２ 再診医療機関の選定、契約、情報管理」、「３ 再診にかかる事務」、「６ 

再診料および交通費の支払」に関するブロック本部の事務は、各ブロック本部の実情を

踏まえて各ブロック本部で事務分掌を設定して構わないものとします。 

 

８ 再診事例の収集 

 

当面の間、ブロック本部相談給付・支援（業務支援）部にて、管内で再診を実施した事

例をＰＤＦにして事例の積み上げを行うこととします。 

 

９ 実施年月日 

この要領は、平成２４年６月１日から施行します。 
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業務委託契約  

 

 日本年金機構 理事長代理人 ○○ブロック本部長 ○○ ○○を甲とし、○○○○病院     

の病院長 ○○ ○○  を乙として、国民年金法第１０７条２項・厚生年金保険法第９７条１

項・特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第２８条２項に基づく年金給付

受給権者等の障害状態の再診断（以下「再診」という。）について、乙に業務を委託することと

し、次のとおり契約を締結する。 

            

（総則） 

第１条 乙は、この契約の定めるところにより、日本年金機構の指定する年金受給権者等（以

下「要再診者」という。）の再診を引き受けるものとする。なお、甲が要再診者について、

乙に再診を依頼するときはその都度、甲は乙に依頼書を送付するものとする。 

 

（業務内容） 

第２条 乙は、その管理する○○病院で診療に従事している医師または歯科医師に要再診

者の再診を行わせるものとする。 

 

（費用の請求） 

第３条 乙は、要再診者の再診に要した一切の費用を甲に請求するものとし、要再診者から

再診に要した費用の全部または一部を徴収することはできないものとする。 

 

（費用の算定） 

第４条 この契約に基づいて乙が行った再診について、乙が甲に請求すべき費用の額は、

「診療報酬の算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号）」の別表第１医科診療報

酬点数表及び別表第２歯科診療報酬点数表により算定するものとする。 

 

  ２ 要再診者にかかる診断書を作成した場合の診断書料は、○○病院の諸規定等により

定められた金額を算定するものとする。 

 

  ３ 前各項によって算定した額には、消費税法の規定によって算定した消費税相当額を含

めることができるものとする。 

    ただし、消費税額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

 

（費用の支払） 

第５条 乙は、再診に要した費用を請求しようとするときは、請求書に「療養の給付及び公費

負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働
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大臣が定める様式（平成２０年厚生労働省告示第１２６号）」の様式第二あるいは第三

に準ずる診療報酬明細書を添えて、甲に提出するものとする。 

 

  ２ 甲は、乙の適法な請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に支払うも

のとする。 

 

  ３ 甲の責に帰す理由により前条の約定期限内に甲が対価を支払わないときは、乙は、

甲に対して支払うべき対価金額に対する期限の翌日から支払済みまで年３．１パーセ

ントの割合（年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日の割合と

する。）を乗じて計算した遅延利息（１００円未満の端数があるとき、又は１００円未満

であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。）の支払を請求することができ

る。ただし、約定期限内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場

合は、当該理由の継続する期間を、遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。 

 

（契約期間） 

第６条 この契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年３月３１日までと

する。 

 

（委託業務の履行） 

第７条 本契約の履行にあたり乙は、関係諸法令を遵守し、委託業務の趣旨に従い再診を行

わなければならない。 

 

（秘密の保持等） 

第８条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に使用しては

ならない。 

２ 前項の規定は、本契約終了後も有効とする。 

 

（情報の適正な取扱い） 

第９条 乙は、第１条による委託業務の実施に関し入手した情報について、滅失、毀損、漏洩

及び目的外利用等を行ってはならない。この契約に基づいて行った再診に関する書

類を、その完結の日から５年間保存するものとする。 

２ 乙は、第１条による委託業務の実施に関し入手した情報の全部又は一部について、

当該業務外の目的により複写複製等を行ってはならない。ただし、甲が必要と認めた

場合はこの限りではない。 
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（契約の解除） 

第１０条 甲は自己の都合によって契約の解除を行う場合は、３０日前までに文書による予告

を行うことにより本契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対して何らの予告なしに直ちに本

契約を解除することができる。 

（１）乙の責に帰す理由により、契約期間中に本契約の全部若しくは一部を履行しな

いとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。 

（２）乙において本契約の遂行につき、不適切な行為があり、甲の業務に支障を及ぼ

すと認められるとき。 

（３）乙からこの契約の解除の請求があり、その理由が正当なとき。 

（４）乙がこの契約の条項に違反したとき。 

３ 乙は、自己の都合によって契約の解除を行う場合は、３０日前までに文書による予

告を行うものとする。 

 

（紛争又は疑義の解決方法） 

第１１条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙

協議のうえ解決するものとする。 

 

 上記契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、両者記名押印のうえ、各１通を保

有するものとする。 

 

平成○○年○○月○○日 

 

       甲      日本年金機構 理事長代理人 

○○ブロック本部長          ○○ ○○ 印 

             

 

       乙      ○○病院 

病院長                 ○○ ○○ 印  
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【作成】日本年金機構 

 

 

 

 

年金受給権者にかかる再診断事務の概要 

 

再診断（以下「再診」という。）の事務とは、年金受給権者に対し、指定する医療機関の

医師の診断をうけるべきことを命じるものです。 

再診の事務は、厚生労働大臣から権限の委任を受け日本年金機構が行います。 

 

 

 

１ 再診の対象 

 

再診は、概ね以下の状況であるものが対象となります。 

（１）  提出された障害年金診断書（以下「診断書」という。）に所要事項がすべて記載さ

れているが、記載事項のみでは障害の程度及び障害の状態を的確に認定すること

が困難であるもの 

（２）  医師に不実の申立てをして障害認定診断書に不実の記載をなさしめたもの 

（３）  その他実地調査の結果、再診が必要と認められるもの 

 

なお、本人への書類の不備等による返戻再提出または添付書類の追加、あるいは診

断書作成医への診断書等の不備事項の追記、診断書記載内容変更理由の確認等で解

決できるものは対象外です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関向け説明用  
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別紙２ 

    
 

２ 再診にかかる事務 

 

   再診は日本年金機構が予め契約締結した再診を委託する医療機関（以下「再診医療

機関」という。）に内容を指定して、再診を要する者（以下「要再診者」という。）の検査及

び診断書の作成依頼を行います。関連する事務は以下のとおりです。 

 

（１）日本年金機構における事務 

① 再診を実施する場合は、あらかじめ再診医療機関と要再診者に対し再診内容、

再診日時の調整を行います。 

② 再診医療機関に対しては、「年金給付にかかる再診断依頼（別添参照）」と返信

用封筒を送付します。 

③ 要再診者に対しては、「障害状態の再診断について（通知書）（別添参照）」と所定

の診断書を送付します。 

 

 

（２）再診医療機関における事務 

① 再診医療機関が作成した診断書等の再診断の結果ならびに再診料請求書、診

療報酬明細書は、年金事務所あてに送付します。 

② 再診料の請求にあたっては、再診料請求書に「療養の給付及び公費負担医療に

関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定

める様式（平成２０年厚生労働省告示第１２６号）」の様式第二あるいは第三に準ず

る診療報酬明細書を添えて請求します。（再診料請求書・診療報酬明細書は各医

療機関の任意の様式によります。） 

 

３ 再診料の算定 

 

（１）  再診料は、「診療報酬の算定方法(平成２０年厚生労働省告示第５９号)」の別表

第１医科診療報酬点数表及び別表第２歯科診療報酬点数表により算定します。 

（２）  診断書を作成した場合の診断書料は、各医療機関の諸規定等により定められた

金額により算定します。 

（３）  前記（１）から（２）に消費税が課せられるときは、当該消費税相当額を加えた額を

算定します。 
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別紙３ 

平成○○年○○月○○日 

 

（管理者  あて） 

○○○病院 

  病院長  ○○ ○○ 殿  

 

日本年金機構○○ブロック本部長    

 

 

 

再診断の業務委託契約の再締結について  

 

 

 日頃より社会保険事業の運営にあたりましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

 さて、標記の再診断につきましては、昨年度までご協力をいただいているところですが、

平成○○年度におきましても引き続き契約を締結いたしたく、別紙契約書を送付させて

いただきましたので、ご承諾いただきますとともに契約書に記名押印のうえ、１通を下記

の住所までご返送いただきますようお願いいたします。 

 ご返送いただきました契約書については、当方にて押印のうえ後日送付いたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 
【契約書の返送・問い合わせ先】  

〒○○○－○○○○  

○○県○○市○○町○－○－○  

日本年金機構○○ブロック本部○○グループ  

担当○○○○ 

電話○○－○○○○－○○○○  

印  
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別紙４

※日本年金機構記入欄

平成 年 月 日

契 約 者

※ 〒 －

㊞

- -

- -

※法人の場合は、住所、社名、代表者名をご記入下さい。
※個人の場合は、住所及び氏名をご記入下さい。

※2

本店 ・ 支店  

本 〒

社 - -

部署 氏名 電話番号

※2 振込指定口座の口座名義は「契約者」欄と同一の名義をご記入下さい。

ご記入頂きました内容は、契約及びそれに伴う代金の支払い業務の目的以外には使用しません。

以上

記

電話番号

ＦＡＸ番号

振
込
指
定
口
座

銀行 信金 信組
                  ※1 預金種別

相手先コード

住 所

社 名

※1 日本年金機構からゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
（従来の口座番号（記号・番号）のままでは振り込むことができません。）
詳細はゆうちょ銀行にお問い合わせください。

口 座 名 義

1 普通

2 当座

口座番号

代表者

新規登録

変更登録

御中

振 込 口 座 登 録 票

貴機構より当方へ支払われる代金は、下記振込指定口座へお振込下さい。
尚、貴機構が当方へ振込みをした日をもって、代金を受領したものと認め、領収書の発行は省略します。
また、記載事項に変更がある場合は、遅滞なく改めて振込口座登録票を提出いたします。

日 本 年 金 機 構

フ

リ

ガ

ナ

問合せ先

住 所

電話番号
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別紙５

○○ブロック本部管内
都道
府県

再診医療機関名 所在地
初回

契約年月
契約

更新年月
再診実績

○○ ○○病院 ○○県○○市○○ ○－○－○ Ｈ24.6
○科受診 平成○○年○○月○○日 要再診者氏名 ○○ ○○
○科受診 平成○○年○○月○○日 要再診者氏名 ○○ ○○

○○ ○○病院 ○○県○○市○○ ○－○－○ Ｈ24.8
○科受診 平成○○年○○月○○日 要再診者氏名 ○○ ○○
○科受診 平成○○年○○月○○日 要再診者氏名 ○○ ○○

再診医療機関管理簿
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別紙６ 

平成○○年○○月○○日 

（管理者 あて） 

○○○病院 

○○ ○○ 殿                    

                    日本年金機構○○年金事務所長 

 

 

年金給付にかかる再診断依頼 

 

 年金給付に係る障害の状態を審査するため、業務委託契約に基づき、要再診者 ○○

○○○ 様の再診断を下記により依頼いたします。 

 なお、再診断の結果は、要再診者の持参した診断書に所定事項を記入していただき、再

診断料請求書ならびに診療報酬明細書とともに同封の返信用封筒を使用して直接当所宛

てお送り下さい。 

  

記 

１ 要再診者の氏名及び住所 

     氏名： ○○ ○○  住所：○○県○○市○○町○－○－○ 

２ 受診日時   

平成○○年○月○日 ○○時から○○時まで 

３ 診断書において特に明らかにされたい事項 

     要再診者は○○○○の障害により、○○○○年金を受給しております。平成○○

年○○月○○日に提出された診断書によれば○○○○の障害状態にあるとされて

います。 

ところが、要再診者は当方で調査したところ、○○○○の状態にあり、先に提出

された診断書との整合性が確認できなかったため再診断をお願いするものです。 

つきましては、特に次の点について診断書に記入願います。 

 ①＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 ②＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

印  

【再診断の結果ならびに再診断料請求書等  の送付先】  

 

〒○○○－○○○○  

○○県○○市○○町○－○－○  

日本年金機構○○年金事務所  

担当○○○○  

電話○○－○○○○－○○○○  
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平成○○年○○月○○日 

 

○○○○○ 様 

 

                    日本年金機構○○年金事務所長  

 

 

障害状態の再診断について（通知書） 
 

○○○○年金の受給にあたって、あなた様から提出された診断書では、○○○○年金

を支給する障害の程度であるかどうかの審査ができないため、国民年金法第１０７条２項（

厚生年金保険法第９７条１項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律

第２８条２項）に基づき再診断（再診断の費用は無料です。）を行い、その結果によって決

定することといたします。 

 つきましては、下記に指定する日時・医療機関に受診してください。この再診断による検

査結果、診断書等の受診結果については、国民年金法１０７条第１項（厚生年金保険法第

９６条第1項、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第２８条第１項）に

より当方に提出していただく必要がありますので、医療機関から直接当所に送付することと

しておりますことを申し添えます。 

  

※上記で、不要の条文は削除して使用してください。 

記 

（再診断の内容） 

日時 

 

平成○○年○○月○○日 ○○時 

 

場所 

（医療機関名・診療科名） 

○○市○○町○－○－○ 

○○病院○○科 

検査内容 ○○○○の検査 

持ち物 この通知書と同封の診断書 
 

【本件に関する問い合わせ先】  

〒○○○－○○○○  

○○県○○市○○町○－○－○  

日本年金機構○○年金事務所  

担当○○・○○  

電話○○－○○○○－○○○○  

印  
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別紙８ 表面

日 本 年 金 機 構 御中

〒 －

㊞

- -

本店 ・ 支店  

＜交通経路＞
出発地住所（居住地もしくは勤務地）から受診した医療機関までの交通経路（片道）をご記入ください。

出発地住所（※）
※上記に記載した住所と出発地が異なる場合に記載してください。

鉄道①

年 月 日

鉄道②

年 月 日

バス

年 月 日 円

※ 鉄道について、路線・鉄道業者を跨いで乗り継いだ場合でもひとつに纏めて記載して頂いて問題ありません。
その場合は、主な経由駅を「経由（駅）」に記載いただくとともに、領収証書の写しの合計金額を「運賃」欄に記載してください。

※ 申請いただいた交通経路に基づいて受診した医療機関までの往路の交通費を計算し、原則復路の交通費も同額を支給します。

平成

到着地（停留所） 車賃年月日 出発地（停留所）

※ ゆうちょ銀行口座への振込は、振込用の店名・預金種目・口座番号が必要です。
（従来の口座番号（例：記号番号11940-12345671）のままでは振り込むことができません。）
詳細はゆうちょ銀行にお問い合わせください。

口座番号

氏 名

電話番号

円

平成

出発地（駅） 経由（駅） 到着地（駅） 運賃年月日

平成

年月日

平成 年 月 日

フ
リ
ガ
ナ

私は、障害状態の再診断に伴い発生した交通費について、以下の金融機関口座への振り込みを依頼します。

振
込
指
定
口
座

銀行 信金 信組
                  ※ 口 座 名 義

住 所

預金種別

1 普通

2 当座

漢
字
氏
名

交通費請求書兼交通経路申出書

円

到着地（駅）出発地（駅） 経由（駅） 運賃
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別紙８ 裏面 

交通費精算の留意事項 

 

１．交通費精算について 

   ご提出いただく「交通費請求書兼交通経路申出書」に基づき、受診当日の居住地

もしくは勤務地から受診した医療機関までの往路の交通費を計算し、原則復路の交

通費も同額支給します。 

交通費の計算にあたっては、日本年金機構旅費規程に準じ、経路及び交通手段の

合理性・経済性を勘案し、必要と認められる額について後日精算（振込）いたしま

す。そのため、必ずしも実際に購入した切符代金の金額どおりに支給されるとは限

りませんのでご了承ください。 

また、事務手続き上、振込まで１～２ヶ月かかる場合もありますのでご了承下さ

い。 

   医 、 本 に 公 ・バス う い

す な 、鉄 列 バスは バス く さい  

 

 

２．交通費精算に必要な書類 

必要な書類が不足していると交通費を支給できない場合がありますので、ご注意

ください。 

（１）鉄道（普通列車） 

     収 または切 の 金額・日時・利用区間の記載があるもの、も

しくは金額・利用区間のわかる時刻表等の写やインターネット等で確認できる

ものをプリントアウトしたもの 

  （２）バス（路線バス） 

     の金額・日時・利用区間の記載があるもの、もしくは、金額・利

用区間のわかるインターネット等で確認できるものをプリントアウトしたも

の 

 

 

 

３．交通費共通事項 

（１）交通費請求書兼交通経路申出書はボールペンで記載願います。 

（２）領収証書の宛名は「日本年金機構」でお願いします。 
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別紙９

平成 年 月 日

障害状態の再診断に伴ない発生した交通費の領収書をこの台紙に貼り付けて提出し

てください。

氏 名

領収書等貼付台紙
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別紙１０ 

平成○○年○○月○○日 

 

日本年金機構○○ブロック本部  

管理部                御中  

 

日本年金機構○○年金事務所  

 

 

再診断料請求書等の送付について 

 

 

再診断（以下「再診」という。）を実施したため、再診医療機関から別添の

再診断料請求書・診療報酬明細書、要再診者から交通費振込依頼書兼交通

経路申出書、領収書貼付台紙が届きましたので支払をお願いいたします。 

なお、再診を行った状況は以下の通りです。 

 

【要再診者 氏名】 ○○ ○○ 

【再診を実施した日時・場所】 平成○○年○○月○○日 

○○県○○市○○町○－○－○ 

○○病院○○科 

【再診の根拠法】  

国年法または厚年法 ・ 
特定障害者に対する特別障害給付

金の支給に関する法律 

（どちらかを○で囲んでください。）  

【再診医療機関からの請求額（再診料）】 円 

【要再診者の往復の交通費】 円 

 

 
【問い合わせ先】  

〒○○○－○○○○  

○○県○○市○○町○－○－○  

日本年金機構○○年金事務所  

担当○○○○ 

電話○○－○○○○－○○○○  
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別紙１１ 

平成○○年○○月○○日 

日本年金機構本部  

年金給付部      御中  

 

日本年金機構○○ブロック本部  

管理部  

 

 

 

再診断にかかる予算配賦依頼  

 

 

再診断（以下「再診」という。）を実施したため、年金給付部給付企画グル

ープから予算配賦をお願いいたします。 

なお、再診を行った状況は以下の通りです。 

 

【要再診者 氏名】 ○○ ○○ 

【再診を実施した日時・場所】 平成○○年○○月○○日 

○○県○○市○○町○－○－○ 

○○病院○○科 

【再診の根拠法】  

国年法または厚年法 ・ 
特定障害者に対する特別障害給付

金の支給に関する法律 

（どちらかを○で囲んでください。）  

【再診医療機関からの請求額（再診料）】 円 

【要再診者の往復の交通費】 円 

 

 

 

【問い合わせ先】  

〒○○○－○○○○  

○○県○○市○○町○－○－○  

日本年金機構○○ブロック本部  

経理グループ 

担当○○○○ 

電話○○－○○○○－○○○○  
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再診断の事務の取扱要領Ｑ＆Ａ

年金給付部給付企画グループ作成

取扱要領の項目 番号 意見（Ｑ） 回答（Ａ）

１ 再診の対象
（１）

Ｑ１

診断書の記載内容に整合性がなく、診断
書作成医師に医師照会を行いましたがそ
れでも解消されません。このままでは正
確な障害認定ができませんが再診の対象
としてもよいのか？

再診だけが解決の方法ではないので、実地調査や関係者への照会を
徹底し、原因をよく確認の上で対応してください。

１ 再診の対象
（２）

Ｑ２
医師に丌実の申立てをして診断書に丌実
の記載をなさしめたものとはどんなもの
が想定されるのか？

警察から通報されてくる場合や、すでに告発されて明らかな場合が
丌実の申立てであるケースとして想定されます。

１ 再診の対象
（３）

Ｑ３

却下された請求者が、同一の傷病につい
て内容の変わった診断書を添付して再度
請求をしてきた場合はすべて実地調査や
再診をしなければいけないのか？

まずは、内容が変更となった理由を本人や診断書作成医へ確認する
必要があります。そのうえで、必要であれば実地調査、再診へと進
むように考えていきます。

１ 再診の対象 Ｑ４
年金請求時に添付されていた診断書に詐
病の疑いがあること記載されていました
が年金請求者は再診の対象となるのか？

厚生年金保険法第９７条第１項、国民年金法第１０７条第２項・特
定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第２８条第２
項にある受給権者には年金請求者も含みます。

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ５
機構本部から医師会等へ広報しているの
か？

そもそも、再診は稀なケースであることから再診医療機関との契約
は、再診に至る事案が発生した段階で行えばよいものと考えており
ます。（もちろん事前に契約を結んでも構いません。）
したがって、機構本部から医師会等への広報は行いません。

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ６

再診医療機関は何箇所と契約すべきか？
複数の医療機関と早期に契約を結ぶのは
難しいので徍々に契約数を増やしていっ
てもよいのか？

地域ににより医療機関の所在地、医療設備に差はあるので、契約す
る数や時期の制限は行いません。再診にあたっては、要再診者の住
所地に関係なく、交通の利便性を考慮し要再診者の負荷が少ない再
診医療機関と契約を行ってください。
しかし、再診は稀なケースであることから再診医療機関との契約
は、再診に至る事案が発生した段階で行えばよいものと考えており
ます。（もちろん事前に契約を結んでも構いません。）

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ７
離島だと再診に適す医療機関がないので
本島でもよいのか？

離島に限定する理由はありませんので本島でも構いません。離島や
本島など要再診者の住所地に関係なく、交通の利便性を考慮し要再
診者の負荷が少ない再診医療機関と契約のうえで再診を行うように
してください。

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ８
これまでの医療機関との契約例はどのよ
うなものか？

社会保険庁当時（平成２１年）の各都道府県事務局からの報告によ
ると、１０以上の医療機関と契約していた都道府県もありました。
なお、当時の契約例は、国立病院機構、都立病院（医療セン
ター）、厚生年金病院、労災病院、社会保険病院、国家公務員共済
組合連合会病院、日本赤十字病院、船保病院などでした。
機構となり、どの拠点も改めて契約していくこととなりますが、以
上を選定の参考としてください。

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ９ 契約は、診療担当科ごとに結ぶのか？
「再診医療機関」と契約するので、「診療担当科」単位で契約する
ものではありません。

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ１０
契約書に医療機関への再診断依頼（別紙
１）、口座振替依頼書、機構宛請求書の
様式を示してもらえないのか？

契約書に盛り込むことはしませんが、再診事務に使用する別紙を参
考に持って契約時に説明してください。

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ１１
再診医療機関に対しては、再診の依頼件
数がなくても契約金を別に支払うのか？

契約書は再診による受診料のみ支払う契約内容です。再診が発生し
なければ再診医療機関へ何も支払う必要はありません。

２ 再診医療機関の選
定、契約、情報管理

Ｑ１２
再診医療機関との契約更新は、自動延長
となるよう契約書を変更してもよいか？

再診が稀なケースである以上、自動更新とした場合、再診医療機関
が契約を行っていることを失念する可能性も考えられます。した
がって、定期的に契約の存在を認識するためにも、一度契約を結ん
だ再診医療機関とは、年度毎に再契約を結んでください。

３ 再診に係る事務
（１）①実地調査

Ｑ１３
実地調査は、どのように行うのか？事務
担当者が行って調査できるものなのか？

実地調査は【給付指2010-150】の実施要領に調査書等が示され
ております。

３ 再診に係る事務
（１）①実地調査

Ｑ１４
実地調査と再診を同時に厚生局へ事前認
可をもとめることは可能であるのか？

可能ですが、その際、実地調査の認可、再診の実施の認可は別々に
得る必要があります。

３ 再診に係る事務
（１）②事案について
の再検討

Ｑ１５
再診が必要かの判断はどのように行うの
か？

再診断の事例の積み上げがないので具体的に示すことができません
が、実地調査の結果を踏まえ、事務センターや障害年金業務部の認
定医の意見も踏まえ判断していく必要があります。

３ 再診に係る事務
（１）②事案について
の再検討

Ｑ１６
精神疾患の人も１回の再診の内容で診断
書が作成されてしまうのか？１回では困
難ではないのか？

再診は１回のみの受診と考えております。個々の障害によりどのよ
うな対応をとるべきかは今後の事例の積み上げが必要です。

３ 再診に係る事務
（１）②事案について
の再検討

Ｑ１７
再診の診断書は、医師に全ての欄を記載
してもらわなければいけないのか？

診断書の丌要な欄には、事前に斜線を入れて構いません。「②傷病
の発生年月日」、「③①のため初めて医師の診療を受けた日」、
「④傷病の原因又は誘因」、「⑤既存障害」、「⑥既往症」、「⑦
傷病が治ったかどうか。」、「⑧診断書作成医療機関における初診
時所見」、「⑨現在までの治療の内容、期間、経過、その他の参考
となる事項、診療回数、手術歴」などは再診医療機関にて特に記載
は丌要と考えます。

３ 再診に係る事務
（１）②事案について
の再検討

Ｑ１８

年金請求に添付された診断書が実地調査
により医師ではないものにより偽造され
たものと判明しましたが偽造と判明した
からには、再診を行う必要があるのか？

偽造された診断書であるのが確かであれば却下処分を行い、別途刑
事告発を検討します。

３ 再診に係る事務
（１）②事案について
の再検討

Ｑ１９
受給者で詐病との疑いがありましたが、
実地調査では詐病との判断がつきません
でした。再診を行ってもよいのか？

十分に実地調査を行ったうえで、再診が必要と判断した場合は、再
診を行いその結果をもって障害状態を判断してください。

３ 再診に係る事務
（１）②事案について
の再検討

Ｑ２０
障害認定医が請求者を呼び出し、もしく
は請求者宅へ出向くこととして実地調
査・再診とできないのか？

現行の障害認定医との契約に含まれない内容であることからできま
せん。

３ 再診に係る事務
（１）②事案について
の再検討

Ｑ２１
再診の要否について障害認定医に意見を
伺えるのか？別途契約・経費が必要では
ないのか？

年金請求等に関連して発生するものであり、平時の障害認定の審査
の一環と考えます。
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３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２２
要再診者が受診当日に受診しなかったら
どうするのか？

再度、再診医療機関、要再診者と調整して再診を実施します。その
際、再診医療機関、要再診者のそれぞれに「年金給付にかかる再診
依頼（別紙１）」、「障害状態の再診断について（通知書）」を通
知してください。
なお、要再診者が再診に応じない場合は適切な障害状態の把握がで
きず障害認定ができませんので、却下や支給停止等の対応が必要と
なります。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２３

要再診者に対しては、公共交通機関（列
車・バス）を利用して再診医療機関へ行
くよう案内しますが、障害の状況によ
り、自家用車やタクシーを使うこともあ
るがよいのか？また、離島の場合で船舶
や航空機を使用する場合もあるが認めら
れないのか？

再診医療機関の選定方法に示す官公立の総合病院等の付近には、路
線バスの停留所があることが多いです。したがって、公共交通機関
（列車・バス）の利用で足りるものと考えていますので、必ず公共
交通機関を利用するよう案内してください。
なお、公共交通機関の利用が困難（タクシー等の利用）の場合は事
前に本部年金給付部へご相談ください。
トラブルを避けるため、交通手段、交通費精算に必要な書類の案内
は慎重に行ってください。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２４
要再診者が再診医療機関に受診する際に
発生する交通費には、要再診者の付添人
に対する交通費も認められるのか？

認められません。
再診は、要再診者に対するものですので要再診者のみの交通費のみ
精算の対象となります。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２５
再診当日、再診医療機関への機構職員の
同行は必要であるのか？

同行は丌要です。しかし、再診医療機関から立会いを求められた場
合は、年金事務所職員が立合うなどし適宜対応してください。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２６
再診医療機関で作成された診断書は本人
を経由して機構に提出してもらうべきで
はないか？

再診の命令を行うにあたっては、診断書を機構に提出させる（国民
年金法第１０７条１項等による）べく実地調査の認可も有効な期間
に受ける必要があります。そのうえで、要再診者との調整時に再診
医療機関から機構あてに診断書等を送付する旨を事前に説明しま
す。調整後に要再診者に通知する「障害状態の再診断について（通
知書）（別紙２）」にもその旨記載があります。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２７

２つのブロック本部の境界付近に住んで
いる方の場合、他のブロック本部管内に
ある近い再診医療機関での受診としても
よいのか？

基本的には、住所地を管轄するブロック本部内の再診医療機関を利
用しますが、他のブロック本部管内の再診医療機関を利用する場合
は、ブロック本部間で調整して再診を行ってください。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２８ 再診時に保険証は必要か？
再診料は機構が全額負担しますが、要再診者が保険証を持っている
方であれば、再診当日に保険証を持参するようご案内ください。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ２９ 再診は予約して受診するのか？
受診時間を予約するのか、新患受付から順番に受診するのかは、再
診医療機関と調整してください。要再診者の障害状態も考慮して調
整する必要があると考えます。

３ 再診に係る事務
（１）⑦再診医療機関
と要再診者との調整

Ｑ３０
再診診断書等の郵送料は医療機関負担な
のか？

再診医療機関に事前に返信用封筒を渡すようにして、診断書等の郵
送料を発生させないようにしてください。

４ 再診医療機関にお
ける再診料の算定
（１）

Ｑ３１
診療報酬点数は1点１０円ということ
か？

診療報酬の算定方法(平成２０年厚生労働省告示第５９号)第２項に
示されているとおり１点１０円です。

その他 Ｑ３２
再診の場合のみ、再診料、交通費ともに
本人負担とならないのはどのような理由
からなのか？

年金請求にあたっては、受給権者に対し決められた書類を添付する
よう求めています。必要な書類を添付して請求しているにも関わら
ず、適正な障害認定を行うために法律にのっとり再診を指示するか
らには、再診料や交通費が準備できないからという理由で再診が拒
否される可能性を排除する必要があるからです。

その他 Ｑ３３ 地方厚生局への周知は行うのか？ 年金局を通じて通知されます。

その他 Ｑ３４
受給者または、請求者に再診断を依頼す
る可能性があることを広報すべきではな
いのか？

事例の積み上げ状況も考慮しながら判断しますので、当面は、年金
請求時や、実地調査時等の本人との接触時に説明してください。

その他 Ｑ３５
実地調査の事務取扱要領と再診の事務取
扱要領を一本化すべきではないのか？

事例の積み上げ状況も考慮しながら判断します。

その他 Ｑ３６
ブロック本部に専門チームを作って統一
的に指導すべきではないのか？

事例の積み上げ状況も考慮しながら判断します。

その他 Ｑ３７
年金事務所により取組みに差がでないよ
う報告様式・再診の要否をチェックシー
ト化するとよいのではないか？

事例の積み上げ状況も考慮しながら判断します。

その他 Ｑ３８
丌正受給を機構本部でデータベース化し
て共有化すべきではないのか？

事例の積み上げ状況も考慮しながら判断します。

その他 Ｑ３９

仲介者が丌正を促している場合もある、
仲介者をデータベース管理し、複数の事
例で同一の仲介者がいる場合は、違法な
手数料を受けていないか調査も別途必要
ではないのか？

実地調査にてよく聴取してください。事例の積み上げ状況も考慮し
ながら判断します。
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日本年金機構事業管理部門担当理事殿

年管管発 0427第 1号

平成 24年 4月 27日

厚生労働省年金局事業管

再診断の事務の取扱いにかかる国民年金関係通知の廃止について

障害認定にかかる再診断の事務の取扱いについては、昭和 50年 7月 1日庁保

険発第 14号「障害年金及び障害福祉年金の障害認定にかかる再診断の事務の取

扱いについて」により実施していたところであるが、今般、貴機構において定

めた再診断事務の取扱い要領に基づき実施する ことを了解したことから平成 24

年 5月 31日をもって本通知を廃止する。
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地方厚生(支)局

年金調整課長殿

年金管理課長殿

年管管発 0427第 2号

平成 24年 4月 27日

厚生労働省年金局事業管理課長

(公印省略)

障害基礎年金、障害厚生年金及び特別障害給付金等の障害認、定

にかかる再診断の事務の取扱いについて

障害年金の障害認定にかかる再診断の事務の取扱いについては、昭和 50年 7月

l日庁保発第 14号通知をもって取り扱ってきたところであるが、今般、この通知

を廃止し、日本年金機構において定めた「障害基礎年金、障害厚生年金及び特別障

害給付金等の障害認定にかかる再診断の事務の取扱要領」により平成 24年 6月 1

日から再診断の事務を実施することとしたので連絡する。

なお、再診断の事務にかかる受給権者に対する調査等の認可事務の取扱いについ

ては「厚生年金保険法及び国民年金法に規定する受給権者及び被保険者に関する調

査等の認可事務の取扱いについてJ(平成 22年 5月 20日年発 0520第 1号厚生労働

省年金局長通知)に基づいて行われたい。



 
 
 

３．金融機関の店舗名称変更 

 

 

【年金給付部 給付企画グループ】 

 

 

  ○【情報提供】金融機関の店舗名称変更 

              （平成 24 年 5 月 1 日 給付情 2012－64） 

 

   金融機関の店舗名称変更（平成 24 年 6 月 15 日支払から変更）について、お知らせし

たものです。 

   

 

○【情報提供】金融機関の店舗名称変更 

              （平成 24 年 5 月 31 日 給付情 2012－77） 

 

金融機関の店舗名称変更（平成 24 年 7 月 13 日支払から変更）について、お知らせし

たものです。 
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平成２４年５月１日

給付情２０１２－６４

金 関の 名称変更（ 供）

目的・趣旨

金融機関の店舗名称変更についてご連絡します。

ポイント（内容）

平成２４年６月１５日支払からの変更となります。

変更となる金融機関・店舗名につきましては別紙参照願います。

文書区分

重
要
度
高

要
報
告

緊
急

宛
先

本部 ブロック本部 事務センター 年金事務所

情
報
提
供
先

相
談
セ
ン
タ
ー

社
労
士
会

健
保
協
会

機
構
健
保

各
部
（
全
）

関
係
部

管
理
部

相
給
部

適
徴
部

厚
年
Ｇ(

総
務)

厚
年
Ｇ(

厚
年)

国
年
Ｇ

年
給
Ｇ

記
録
Ｇ

突
合
Ｇ

適
用
課(

総
務)

適
用
課(

厚
年)

徴
収
課

国
年
課

記
録
課

相
談
室

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

照会先
本部年金給付部 給付企画Ｇ
担当 馬場（秀一）、上林

連絡先
（直通）

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部
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銀行・信金 別紙

金融機関名コード 旧店舗名称(店舗コード） 新店舗名称（店舗コード） 実施時期（年月日）

1668 オオジ オウジ 平成23年11月14日

奈良中央信用金庫 王寺 王寺

1027 エキマエ ホンテン 平成24年6月4日

釧路信用金庫 駅前 本店営業部

1027 カワユ テシカガ 平成24年6月4日

釧路信用金庫 川湯 弟子屈

2990 スイドウチヨウ クマモトエキマエ 平成24年5月14日

九州労働金庫 水道町 熊本駅前

2990 クマモトニシ クマモトエキマエ 平成24年5月14日

九州労働金庫 熊本西 熊本駅前

0185 タケマチ チユウオウ 平成24年5月21日

鹿児島銀行 武町 中央

0150 カシワ チバ 平成24年4月23日

スルガ銀行 柏出張所 千葉出張所

2963 ニツコウ カヌマ 平成24年5月21日

中央労働金庫 日光 鹿沼

0142 サガミハラ 平成24年5月17日

山梨中央銀行 相模原 新設
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農協等

旧農協名 旧店舗名称 新農協名 新店舗名称 実施時期（年月日）

3020 イビガワヤマト 6198 ホクワ 平成24年2月27日

いび川農協 大和 いび川農協 北和

3020 イビガワカワイ 6198 イトウ 平成24年2月27日

いび川農協 川合 いび川農協 揖東

3025 ヒガシビワココウラニシ 6912 コウラ 平成24年5月11日

東びわこ農協 甲良西 東びわこ農協 甲良

3025 ヒガシビワココウラヒガシ 6912 コウラ 平成24年5月14日

東びわこ農協 甲良東 東びわこ農協 甲良

3030 ワカヤマミヤ 7532 ヒガシ 平成24年5月14日

わかやま農協 宮 わかやま農協 ひがし

3030 ワカヤマニシワサ 7532 ヒガシ 平成24年5月14日

わかやま農協 西和佐 わかやま農協 ひがし

3030 ワカヤマニシワサセイブ 7532 ヒガシ 平成24年5月14日

わかやま農協 西和佐西部 わかやま農協 ひがし

3035 イワクニシマリフ 8102 ホンシヨ 平成24年5月12日

岩国市農協 麻里布 岩国市農協 本所

3035 イワクニシコイマヅ 8102 カワシモ 平成24年5月12日

岩国市農協 向今津 岩国市農協 川下

3037 カガワケントヨナカモトヤマ 8332 トヨナカ 平成24年5月1日

香川県農協 豊中本山 香川県農協 豊中

3043 ヤツシロチイキコウダ 9017 ミナミ 平成24年4月14日

八代地域農協 高田 八代地域農協 みなみ

3020 ギフイズミ 6129 ミワ 平成24年3月12日

ぎふ農協 厳美 ぎふ農協 三輪

3020 ギフハルチカ 6129 ミワ 平成24年3月9日

ぎふ農協 春近 ぎふ農協 三輪

3020 ギフヤマガタ 6129 ミワ 平成24年3月9日

ぎふ農協 山県 ぎふ農協 三輪

3021 エンシユウチユウオウカサハラ 6391 アサバキタ 平成24年3月9日

遠州中央農協 笠原 遠州中央農協 浅羽北

3021 エンシユウチユウオウアサバカミ 6391 アサバキタ 平成24年3月12日

遠州中央農協 浅羽上 遠州中央農協 浅羽北

6483 アイチニシイナザワアカイケ 6483 オリヅ 平成24年3月23日

愛知西農協 稲沢赤池 愛知西農協 下津

6483 アイチニシイナザワトウブ 6483 オリヅ 平成24年3月26日

愛知西農協 稲沢東部 愛知西農協 下津

3040 ニジオオイシ 8653 ウキハ 平成24年4月24日

にじ農協 大石 にじ農協 浮羽

3040 ニジヤマハル 8653 ウキハ 平成24年4月24日

にじ農協 山春 にじ農協 浮羽

3040 ニジタケノ 8653 タヌシマル 平成24年4月24日

にじ農協 竹野 にじ農協 田主丸

3040 ニジカワイ 8653 タヌシマル 平成24年4月24日

にじ農協 川会 にじ農協 田主丸

3040 ニジシバカリ 8653 タヌシマル 平成24年4月24日

にじ農協 柴刈 にじ農協 田主丸

3042 シマバラウンゼンミエ 8829 シマバラ 平成24年3月10日

島原雲仙農協 三会 島原雲仙農協 島原

3042 シマバラウンゼンスギタニ 8829 シマバラ 平成24年3月10日

島原雲仙農協 杉谷 島原雲仙農協 島原

3042 シマバラウンゼンアンナカ 8829 シマバラ 平成24年3月10日

島原雲仙農協 安中 島原雲仙農協 島原

3042 シマバラウンゼンタヒラ 8829 クニミ 平成24年3月10日

島原雲仙農協 多比良 島原雲仙農協 国見

3042 シマバラウンゼンコウジロ 8829 クニミ 平成24年3月10日

島原雲仙農協 神代 島原雲仙農協 国見

3042 シマバラウンゼンヒジクロ 8829 クニミ 平成24年3月10日

島原雲仙農協 土黒 島原雲仙農協 国見
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平成２４年５月３１日 
文書区分 

重
要
度
高 

要
報
告 

緊
急 

   

給付情２０１２－７７ 

 

 

金 機 の店 名称変更（情 供） 

 

宛
先

 

  

  

 

 

   

本部 ブロック本部 事務センター 年金事務所  

情
報
提
供
先

相
談
セ
ン
タ
ー

社
労
士
会

健
保
協
会

機
構
健
保

 各
部
（
全
）
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部
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理
部
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部
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部
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年
Ｇ(

総
務)

厚
年
Ｇ(

厚
年)

国
年
Ｇ

年
給
Ｇ

記
録
Ｇ

突
合
Ｇ

適
用
課(

総
務)

適
用
課(

厚
年)
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課

国
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課

記
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課

相
談
室

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 

○

    

 

 

 

 

 

目的・趣旨 

金融機関の店舗名称変更についてご連絡します。 

 

ポイント（内容） 

 平成２４年７月１３日支払からの変更となります。 

 変更となる金融機関・店舗名につきましては別紙参照願います。 

  

  

 

 

 

本部関係部 

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

照会先 
本部年金給付部 給付企画Ｇ 
担当 馬場（秀一）、上林 

 
連絡先 
（直通） 
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金融機関名コード 旧店舗名称(店舗コード） 新店舗名称（店舗コード）

0170 イリエ ホンテン

山口銀行 入江出張所 本店営業部

0009 タカオ タカオ

三井住友銀行 高尾出張所 高尾

0159 ウメダ ウメダ

近畿大阪銀行 梅田 梅田営業部

0017 イケブクロヒガシグチ トウキヨウ

埼玉りそな銀行 池袋東口 東京

0585 オオサキ オオセト

長崎銀行 大崎 大瀬戸

0585 アマクサ クチノツ

長崎銀行 天草 口之津

1188 ワタリ

あぶくま信用金庫 亘理

旧農協名 旧店舗名称 新農協名 新店舗名称 実施時期（年月日）

9484 ヤマグチケンオオキ 9484 ホンテン 平成24年5月11日

山口県漁協 王喜 山口県漁協 本店

3541 イワテチユウオウヒヅメ 3541 アカイシ 平成24年6月23日

岩手中央農協 日詰 岩手中央農協 赤石

3541 イワテチユウオウナガオカ 3541 トウブ 平成24年6月23日

岩手中央農協 長岡 岩手中央農協 東部

3541 イワテチユウオウアカザワ 3541 トウブ 平成24年6月23日

岩手中央農協 赤沢 岩手中央農協 東部

3541 イワテチユウオウサヒナイ 3541 トウブ 平成24年6月23日

岩手中央農協 佐比内 岩手中央農協 東部

3541 イワテチユウオウヒコベ 3541 トウブ 平成24年6月23日

岩手中央農協 彦部 岩手中央農協 東部

3541 イワテチユウオウケムヤマ 3541 ヤハバ 平成24年6月23日

岩手中央農協 煙山 岩手中央農協 矢巾

3541 イワテチユウオウクリヤガワ 3541 オオタ 平成24年6月23日

岩手中央農協 厨川 岩手中央農協 太田

3004 ナトリイワヌマユリアゲ 3652 ミタゾノ 平成24年6月8日

名取岩沼農協 閖上 名取岩沼農協 美田園

3004 ナトリイワヌマシモマスダ 3652 ミタゾノ 平成24年6月11日

名取岩沼農協 下増田 名取岩沼農協 美田園

平成24年4月23日

実施時期（年月日）

平成24年5月21日

平成24年7月9日

平成24年5月28日

平成24年3月27日

新設

農協等

銀行・信金

平成24年7月9日

平成24年6月18日
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編集発行
日本年金機構本部  年金給付部

〒168 都杉並区高井戸西 3 丁目 5 番 24 号
TEL. 
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